
要 旨

1．臨床倫理

医療のあり方として「できるだけ長く生命の維

持をはかる」ことを重視するのは当然であるが，

それと並行して「その時その時今現在を人間らし

く自分らしく生活する」ことも重視されなければ

ならない．病気を有し治療を続ける中でもどんな

毎日を送っていきたいかという患者の思いが尊重

され，実現できることが望ましいが，それに関わ

る家族の思いや医療者の考えは，それぞれの立場

もあり微妙に異なることが多い．臨床においては，

個々のケースを検討していくことが重要になるが，

状況を整理し問題を明らかにしていくには，「倫

理」的な視点が重要となる．白浜雅司は「日常診

療の場において，医療を受ける患者，家族の関係

者，医療者間の立場や考えの違いから生じる様々

な問題に気づき，分析して，それぞれの価値観を

尊重しながら，関係するものが納得できる最善の

解決策を模索していくこと」が臨床倫理であると

し，個々の事例をジョンセンが提唱した4分割表

を用いて倫理検討することを広めた．

倫理検討の基盤となる医療の倫理としては，ビー

チャム＆チルドレスが「自律尊重」「善行」「無危

害」「正義」の4つの原則を提示している．4つ

の原則は医師はじめ医療者全体の共通倫理である．

それらの原則の意図することを日本のことわざに

例えてみれば，自律尊重＝「かわいい子には旅を

させよ」「失敗は成功のもと」，善行＝「長いもの

には巻かれろ」「老いては子に従え」，無危害＝

「転ばぬ先の杖」等と考えられる．このように考

えると，これらの原則は，臨床の場面では4つと

も同時に満たすことができない，（原則間の対立：

関わるそれぞれの人の価値観が異なり，どうすれ

ばよいか意見が異なり対立・衝突している状況）

ことは当然起こりうることである．また，ジレン

マ：どのことも等しく重要であり，2つ以上の選

択肢のどれを選択するか判断がつかずに悩む状況

も，当然ありうることである．特に看護師は，患

者・家族と医療者との間をとりもったり，治療の

影響で変容している生活の営みを再構築するとい

う調整役やゲートキーパー的な役割を有すること

より，患者や家族，医療者の価値観のズレに気づ

き悩むことが多く，ジレンマを有しやすい立場に

ある．

2．倫理的視点での事例展開

日頃の看護場面において，倫理的視点でどのよ

うに検討し関わるかについて，事例を用いて説明

した．

事例：不全片麻痺を有する独居の70歳代男性．大

腸がん手術後，外来化学療法移行にあたり，医療

者は退院後の生活に不安を感じ，介護保険申請を

勧め，介護サービスをとりいれて生活することを

提案した．患者は，医師には従順な態度を示し，

看護師に対しては「自分は認知症老人と違う．介

護保険は自分の適応ではない，申請は自分を抹消

すること」と強い拒否の意向を示した．

倫理的視点においては，以下のことが重要であっ

た．

1）患者の日常生活の不安を感じとり，他

医療者に投げかけていくのは，看護師の重

要な役割である．

入院生活での排泄の失敗等から，今後の

生活不安を予測し，看護カンファレンスを

経て主治医に相談したことがその後の検討
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に結びついた．

2）多職種カンファレンスでの検討が重要

である．

患者の医師と看護師に対する態度が異な

り，患者のパターナリズム的な態度が見う

けられた．

患者が各医療者に対してどのような対応

をしているか多職種カンファレンスで情報

共有し，今後の方向性を共通理解していく

ことや，各医療者の立ち位置を認識し対応

していくことが重要である．

3）患者と各医療者の価値観の違いを認識

していくことが重要である．

患者は「自分がやりたいことであれば寝

食を忘れるし，老人扱いはされたくない」

と，マスローの「自己実現」や「承認」の

欲求に価値をおき，看護師は「衣食足りて

はじめて幸せ」と「生理的」な欲求に価値

をおくという違いがあった．患者と看護師

は異なったものに価値をおいているという

ことを認識し，患者の価値観も尊重してい

くことが重要である．

4）ジョンセンの4分割表を用いて状況を

整理することで，問題が顕在化され，解決

のために検討しなければならないことが明

らかになる．

外来化学療法という治療の方向性は，医

療者と患者は一致していたが，今後の予測

（医学的適応）は，医療者は厳しく予測し，

患者（患者の意向）は大きな期待を持って

いた．そして，ＱＯＬについて，医療者は

生理的欲求を重視しリスクを避けることで

ＱＯＬが保たれると考えているが，患者は

自律に価値をおいていると考えられた．更

に周囲の状況は，キーパーソンが不明で，

患者が孤立している状況であり，周囲のサ

ポートは困難な状況であることが確認され

た．

状況を整理した結果，患者の意向を尊重したい

が，患者があまりにも現実離れした考えを持って

いること，患者が現実に向き合うには，時間的猶

予とタイムリーな情報提供が必要であることが示

唆された．そこで，化学療法で予測される有害事

象の説明を行い，過度な期待を修正し，介護保険

制度の情報提供をしつつ，患者が頑なに介護サー

ビスについて拒否する理由を聴いていくことになっ

た．

最終的には，患者の意向を尊重し，介護保険申

請は見送るということで収束した．結局患者の状

況は何も変わることがなかった．しかし，多職種

カンファレンスで検討し，患者と話し合いを重ね

たことで，患者理解が深まったこと，一人暮らし

を予測して看護援助や理学療法の具体的な支援内

容を詰めることができたこと，更に今後の相談の

可能性を残せたという面では意味があったと考え

る．

今回の事例を通して，臨床場面における倫理に

ついて，以下のことが重要であると考える．

1）看護師自身の釈然としない思いをオープンに

して話しあいをしていくことが倫理的行動の出

発点となる．

2）医療の中で「どうすることがよいことなのか」

の判断は，本人・家族・医療者の各立ち位置や

思いで異なり，複雑な要素を含み，混沌として

いる．混沌としている中から，各事例，その時々

で最善の選択をしていくためには，患者や家族

を含め多職種で検討していくことが必要である．

3）検討にあたっては，倫理検討の各種ツールを

参考にしていくことができる．

4）検討し，関わっていくプロセスそのものが倫

理的実践であると考える．
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